
建設委員会情報連絡 

令和５年９月２８日 

情報連絡件名 頁 

（１）都立公園に関する要望書の提出について ・・・・・・・・・・・・・・・ ２

（２）羽田空港新飛行経路における騒音測定の実施について ・・・・・・・・・ ４

（３）足立区景観計画に基づく「足立・まちの風景資産」の募集について ・・・ ９

（４）公益信託あだちまちづくりトラスト助成金の申請受付開始について ・・・１２

（５）密集市街地における防災まちづくりの取組み状況について ・・・・・・・１３

【参考】 
《総合交通対策調査特別委員会報告事項》 
※ 資料は、総合交通対策調査特別委員会（都市建設部）の報告資料にあり

（１）花畑周辺地域におけるバスの試験運行について
（２）（仮称）足立区バス利用促進機器等導入費補助金について
（３）はるかぜ車両購入補助予定台数の変更について
（４）足立区自転車活用推進計画策定に向けた取組状況について
（５）竹ノ塚駅西口公共駐車場の指定管理者業務評価結果について
（６）足立区の交通事故概要及び「第１１次足立区交通安全計画」の進捗状況について

（都市建設部） 



建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和５年９月２８日 

件 名 都立公園に関する要望書の提出について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 事業調整担当課 

内 容 

足立区内にある都立公園に関する要望書について、東京都東部公園緑地

事務所長に提出したので、以下のとおり報告する。 

１ 要望書について 

別紙のとおり Ｐ３参照 

２ 要望内容 

（１）東綾瀬公園

ア 人と犬とが快適に共存できるためのドッグランの新規設置

（２）舎人公園

ア 都民の健康づくりを進めるための陸上競技場の利活用の促進対策

① 一般個人利用日の増加

② 区委託の「総合型地域クラブ」を減免対象に追加

③ 夜間利用率向上のため夜間照明料金の減額

④ 毎月の芝生フィールド利用日の増加

⑤ アメリカンフットボールの芝生フィールド利用を可能に

イ 東京２０２０大会の開催を契機として高まったスポーツ活動の機

運を継続するためのアーバンスポーツ施設等の設置 

３ 提出日 

  令和５年８月２２日（火） 
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５足都都発第１８８０号 

令和５年８月２２日 

東京都建設局 

東部公園緑地事務所長 

大 道 和 彦 様 

足立区都市建設部長

 真 鍋 兼 

足立区内にある都立公園に関する要望書 

日頃より、足立区政に格別のご理解ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。 

現在、都立公園は、都民にやすらぎ・レクリエーションの場を提供し、都市に季節感な

どの潤いや風格を与えるだけでなく、地球温暖化対策ヒートアイランド現象の緩和、生物

の生息地の保全などによる都市環境の改善に加えて、発災時の救援部隊の活動拠点や避難

場所になるなど、防災空間の確保による安心・安全な都民生活の実現などに重要な役割を

果たし、成熟都市東京にとって必要不可欠な存在となっております。 

足立区内には、東綾瀬公園、舎人公園、中川公園といった多くの区民が利用する憩いや

魅力のある都立公園があります。 

より区民の公園利用者が増えることで、地域の活性化及び満足度の向上に繋がるものと

考えておりますので、下記のとおり要望いたします。 

記 

１ 要望内容 

（１）東綾瀬公園

ア 人と犬とが快適に共存できるためのドッグランの新規設置

（２）舎人公園

ア 都民の健康づくりを進めるための陸上競技場の利活用の促進対策

① 一般個人利用日の増加

② 区委託の「総合型地域クラブ」を減免対象に追加

③ 夜間利用率向上のため夜間照明料金の減額

④ 毎月の芝生フィールド利用日の増加

⑤ アメリカンフットボールの芝生フィールド利用を可能に

イ 東京 2020 大会の開催を契機として高まったスポーツ活動の機運を継続するため

のアーバンスポーツ施設等の設置 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡
令和５年９月２８日

件 名 羽田空港新飛行経路における騒音測定の実施について

所管部課名
都市建設部都市建設課 事業調整担当課 

環境部生活環境保全課

内 容

昨年度に引き続き、羽田空港新飛行経路に係る航空機騒音測定を千寿桜

堤中学校で実施することについて、以下のとおり報告する。

１ 今年度の騒音測定の実施について 

（１）測定期間

ア 夏季分 令和５年８月１日～７日（別紙１参照 Ｐ６）

イ 冬季分 令和５年１２月頃を予定

（２）測定地

千寿桜堤中学校（柳原二丁目４９番１号）※ 昨年度と同じ

（３）実施機関

国土交通省東京航空局

（４）評価方法

航空機騒音を、音の大きさ・継続時間など１日の等価騒音レベル

Ｌｄｅｎという指標（単位：デシベル）により評価する。

※ 東京都の環境基準値（住宅地）は５７デシベル以下であり、５７

デシベルは、商店街での自転車ブレーキ音と同程度の環境騒音。

２ 昨年度の騒音測定結果について 

（１）測定結果（別紙２、３参照 Ｐ７～８）

ア 夏季分 令和４年８月２４日～３０日

平均３６．０デシベル

イ 冬季分 令和４年１２月１３日～１２月２１日

平均４０．１デシベル

（２）測定地

千寿桜堤中学校（柳原二丁目４９番１号）

（３）測定結果を踏まえた区内の状況

夏季・冬季とも環境基準を下回る結果となった。また、測定地は北

風時のルート上に位置し、冬季に通過する便数が増えるため、冬季の

方がやや高い数値となった。
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３ 今後の対応について

羽田空港の国内線総発着便数はコロナ禍前と同水準となり、国際線も

回復傾向にあるため、足立区の上空を通過する航空機も増えている。引

き続き国や都と情報を共有し、区民への丁寧な情報提供を行っていく。 

5



6

06800190
テキストボックス
別紙１



7

06800190
テキストボックス
別紙２



8

06800190
テキストボックス
別紙３



建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和５年９月２８日 

件   名 足立区景観計画に基づく「足立・まちの風景資産」の募集について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内   容 

 第二次足立区景観計画（令和３年１月策定）に基づき、「足立・まちの

風景資産」の募集を実施するので、以下のとおり報告する。 

 

１ 概要 

  「足立らしい」「守り育てたい」「後世に伝えたい」をテーマとする

風景を区内外から広く募集し、その中から「足立・まちの風景資産」と

して選定・周知していく。 

 

２ 募集要項 

 

３ 周知方法 

（１）あだち広報（令和５年１０月１０日号） 

（２）区ホームページ、ＳＮＳ 

（３）ポスター掲示 

   本庁舎、区民事務所、住区センター、図書館ほか 

（４）チラシ（別紙参照 Ｐ１０～１１）配布 

   本庁舎、区民事務所、住区センター、図書館、駅情報スタンドほか 

 

４ 今後の方針 

  募集期間中に、足立区の魅力ある風景を探す機会として「まち歩き・

ワークショップ」を実施していく。 

対象とする風景 

（1）印象的な建築物や樹木等がある風景 

（2）自然や街並みの風景 

（3）人が活動している風景 

（4）季節が感じられる風景     等 

募集期間 
令和 5年 10月  2日（月）から 

令和 6年  6月 28日（金）まで 

応募できる方 足立区民に限らず、どなたでも応募可 

応募方法 

（1）区ホームページ上の応募フォームから 

（2）応募用紙を区窓口まで持参又は郵送 

※ いずれも風景の写真と地図を添付 

9



10

06800190
テキストボックス
 別紙



11



建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和５年９月２８日 

件   名 公益信託あだちまちづくりトラスト助成金の申請受付開始について 

所管部課名 都市建設部まちづくり課 

内   容 

寄付金を原資とし、区民の自主的なまちづくり活動を支援する「公益信

託あだちまちづくりトラスト」について、以下のとおり事前相談・申請受

付を開始するので報告する。 

 

１ 事前相談・受付等 

（１）事前相談 

令和５年１０月２０日（金）～令和５年１１月２０日（月） 

※ まちづくり課で事前相談を実施中 

（２）受付 

令和５年１１月２０日（月）～令和５年１２月２０日（水） 

※ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社へ郵送にて申請書類を提出 

（３）審査 

令和６年２月 

（４）事業期間 

令和６年４月～令和７年３月 

 

２ 助成団体及び助成金制度の概要 

（１）助成団体 

ア 令和５年度第１回（活動対象期間 令和５年４月～令和６年３月） 

３団体 

イ 令和５年度第２回（活動対象期間 令和５年９月～令和６年８月） 

９団体 

（２）助成金制度の概要 

創意工夫による自主的なまちづくり活動を行う個人又は団体に対し 

て助成支援を行う。活動のテーマに応じ、５つのコースで募集する。 

<参考>公益信託あだちまちづくりトラストホームページ 

https://adachi-trust.jp/ 

 

３ 今後の方針 

募集開始については、区ホームページ、あだち広報、チラシ等により 

情報発信を行う。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和５年９月２８日 

件   名 密集市街地における防災まちづくりの取組み状況について 

所管部課名 建築室建築防災課 

内   容 

 密集市街地における防災まちづくりの取組み状況について、以下のとお

り報告する。 

 

１ 千住西地区まちづくり協議会（第１６回）の開催結果について 

（１）開催日時 令和５年８月２３日（水）午後７時～午後８時 

（２）会  場 千住柳町住区センター 第１・第２集会室 

（３）参 加 者 千住西地区まちづくり協議会員 １４名 

（４）主な内容 

  ア 前協議会以降のまちづくりの進捗状況について 

  イ 次年度整備のプチテラス名のアンケートについて 

  ウ その他、区の事業についての案内 

（５）主な質疑 

   Ｑ１：プチテラスの名前アンケートの回収はどのように行うのか。 

   Ａ１：返信用封筒を同封する。また、アンケート用紙に掲載した 

ＱＲコードでホームぺージからも回答できるようにする。 

   Ｑ２：プチテラスの維持・管理は誰が行うのか。 

   Ａ２：原則、区で行うが、地元で日常管理をしてもらえるのであれ 

ば、お願いしたい。 

   Ｑ３：プチテラスにゴミ箱は置かないのか。 

   Ａ３：家庭ごみの不法投棄につながるため、置かないこととする。 

 

２ 柳原防災まちづくりについて 

（１）千寿桜堤中学校の生徒との意見交換会の結果 

  ア 目  的 柳原地区のまちづくりに関して、将来を担う若い世代

の意見を聴き、今後の取組みの参考にするとともに、

まちづくりへの関心を寄せていただく。 

  イ 開催日時 令和５年８月２８日（月）午前１０時～午前１１時 

  ウ 会  場 千寿桜堤中学校 

  エ 参 加 者 柳原在住の生徒７名及び柳原防災まちづくり勉強会の

会員１０名 

  オ 開催概要 ３グループに分かれ、柳原地区の防災上の課題や対策

などについて議論し、成果を発表した。 
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  カ 主な意見 

  （ア）暗い道がある、道路が狭い、燃えやすい建物が多いなど、日常

や災害時に不安な点がある。 

  （イ）街路灯や緑を増やすなどして、安全・安心なまちにしたい。 

  （ウ）日頃からさまざまな世代が集まれる場所があると良い。 

（２）今後の予定 

   令和６年度の密集事業導入に向けて、上記の取組みのほか、柳原地

区全域を対象とした説明会を開催するなど、事業周知により理解が得

られるよう努めていく。 

   なお、勉強会員との協議を経て、今年度中に勉強会から協議会への

移行を目指していく。 
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